
基準・報酬・運営指導結果等
（就労系サービス、自立生活援助、
自立訓練（機能訓練・生活訓練））
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障害福祉サービス事業所の基準
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○運営に関する基準
・熊本県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び
運営の基準等に関する条例
・熊本県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営の基準
等に関する条例
その他、国の基準省令・解釈通知 など

○報酬に関する基準
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため
の法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障
害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準
（国報酬告示）
・上記基準等の制定に伴う実施上の留意事項について
（国留意事項通知）

上記基準を満たした運営が行われているか、
県が実施する運営指導等で確認します。
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①実施通知

②事前の書類提出

③運営指導

④改善報告書の依頼

⑤改善報告書の提出

県は、事業者に、実施通知と事前の書類提出を
求めます。※通知しない場合もあります。

事前通知のあった事業者は、県に、自己点検表
等の書類を提出します。

県は、事業所を訪問し、関係書類の確認、事業所
内の確認等を行います。

県は、事業者に、改善が必要と認められた事項
について、改善報告書の提出を依頼します。

事業者は、必要な事項について改善を行い、期
限内（１か月程度）に改善報告書等を提出します。

↓ 以下は、「③運営指導」で 文書指摘事項 があった場合のみ ↓

運営指導の流れ（原則）
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③運営指導
県は、事業所を訪問し、関係書類の確認、事業所
内の確認等を行います。

運営指導の流れ（原則）

基準を遵守しているかは、関係書類によって確認します。

関係書類が整備されていないと、
基準の遵守についての確認ができないため、

指導の対象となる場合があります。

必ず関係書類の記録と保存をお願いします



○主に前年度及び当年度の書類を確認します。
○追加資料の提示を依頼する場合がありますので、御了承ください。
○該当がないもの、作成していないものについては不要です。 5

・　組織図

・　職員名簿

・　職員勤務表（シフト表など）

・　職員の雇用契約書、辞令、資格証、履歴書等

・　賃金台帳、給与明細

・　職員の勤務体制及び勤務形態一覧表

・　出勤簿又はタイムカード

・　利用者実績算定表等

・    定款、運営規程、就業規則（給与規定等を含む）

・    利用契約書及び重要事項説明書

・    利用者名簿

・    利用者との雇用契約書（＊就労継続支援Ａ型）

・    利用申込受付簿、利用申込書

・    契約内容報告書

・    利用者の障害支援区分がわかる書類、受給者証の写し

・    利用者ごとの個別支援計画書及び支援記録

・    利用料（利用者負担額、その他徴収額）の領収書控

・    利用者の賃金（工賃）台帳、給与明細

１　人員に関する書類

２　運営に関する書類

・  サービス提供実績記録票

・  車両運行日誌

・　食事提供に関する書類（献立表、業務委託契約書、
　食材料費の収支管理表など）

・    施設外就労に係る業務請負（委託）契約書、ユニット表、
　請負料の請求書又は領収証

・　生産活動収支がわかるもの

・　夜勤・宿直の勤務記録

・  緊急時の連絡体制に係る書類

・  職員研修関係書類

・  消防計画、非常災害対策計画

・  避難訓練に関する記録

・  衛生管理に関する書類

・  秘密保持の取り決め、利用者の同意書

・  苦情に関する記録

・  事故に関する記録

・  会計関係書類
　　　（法人決算書類、総勘定元帳等の会計帳簿）

・　介護給付費・訓練等給付費等請求書

・　介護給付費・訓練等給付費等明細書

３　介護給付費請求に関する書類

指導当日に確認する書類（例）



運営指導の主な指摘事項【運営面】

５

４

１

内 容 対 象 事 業 所

全事業所

３
全事業所

（相談系・日中系の一部を除く）

２
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虐待の防止

身体拘束等の禁止

業務継続計画 全事業所

衛生管理等 全事業所

勤務体制の確保等 全事業所

６ 業務管理体制の整備・届出 全事業所



運営指導の主な指摘事項【運営面】

内 容 対 象 事 業 所

7

7

サービスの提供の記録

8

全事業所９

１０ 全事業所

内容及び手続の説明及び同意 全事業所
（一部項目は相談系を除く）

給付費等の額に係る通知等

計画の作成（書類の交付）
日中系・居住系
（短期入所を除く）



運営指導の主な指摘事項【運営面】

１ 業務継続計画 全事業所
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留意事項
○業務継続計画の策定
○定期的な研修及び訓練の実施

項 目 障害者支援施設・障害児入所施設 通所・訪問系サービス

研修 年２回以上及び職員の新規採用時 年１回以上及び職員の新規採用時

訓練 年２回以上及び職員の新規採用時 年１回以上及び職員の新規採用時

※研修・訓練の実施記録は整備し保管してください。



運営指導の主な指摘事項【運営面】

２ 衛生管理等 全事業所
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留意事項
○感染症及び食中毒の予防まん延防止のための指針の整備
○感染症対策委員会の開催
○定期的な研修及び訓練の実施

・訪問系サービス（居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援）
・相談系サービス（計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援）
・就労定着支援、自立生活援助
委員会の開催＝6か月に１回以上
研修及び訓練＝年１回以上及び職員の新規採用時

・療養介護、生活介護、短期入所、施設入所支援、共同生活援助、自立訓練（機能訓練・生活
訓練）、就労移行支援、就労継続支援（A型・B型）
・児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援
委員会の開催＝３か月に１回以上
研修及び訓練＝年２回以上及び職員の新規採用時



運営指導の主な指摘事項【運営面】

３ 身体拘束等の禁止
全事業所

（相談系・日中系の一部を除く）

身体拘束等の適正化を図るための措置を講じること。
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＜身体拘束等の適正化を図るために実施すべき内容＞
① やむを得ず身体拘束等を実施する場合の記録
② 身体拘束適正化委員会の設置
③ 身体的拘束適正化のための指針を整備
④ 身体的拘束等に適正化のための研修の実施

身体拘束等の適正化のため、以下の項目が義務化されています。

これら①～④未実施の場合は
「身体拘束廃止未実施減算」の適用となります



運営指導の主な指摘事項【運営面】

３ 身体拘束等の禁止
全事業所

（相談系・日中系の一部を除く）
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①身体拘束適正化委員会の設置

・委員会開催結果は、従業者に周知徹底を図ること
・構成員の責務及び役割分担の明確化と、専任の担当者の決定
・法人単位や虐待防止委員会との一体的な設置・運営が可能

【盛り込むべき具体的項目】
□ 身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方
□ 委員会その他事業所内の組織に関する事項
□ 身体拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針
□ 身体拘束等の報告方法等の方策に関する基本方針
□ 身体拘束等発生時の対応に関する基本方針
□ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
□ その他身体拘束適正化の推進のために必要な基本方針

②身体拘束適正化のための指針の整備



運営指導の主な指摘事項【運営面】

３ 身体拘束等の禁止
全事業所

（相談系・日中系の一部を除く）
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③身体拘束適正化のための研修の実施

・定期的な実施（年1回以上）及び新規採用時の実施
・虐待防止の研修と一体的に開催することが可能

□定期的（年に1回以上）に身体拘束適正化委員会・研修を実施
し、記録を残しているか。

□身体拘束適正化のための指針を整備しているか。

□やむを得ず身体拘束等を行う場合の記録を残しているか。
容態・時間・利用者の心身の状況・やむを得ない理由・その他
必要な事項の記録が必要です。

☑ チェックリスト（以下の内容の確認を！）



運営指導の主な指摘事項【運営面】

４ 虐待の防止 全事業所

虐待の発生又はその再発を防止するための措置を講ずること。
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＜虐待を防止するために実施すべき内容＞
① 虐待防止委員会の設置
② 虐待防止のための研修の実施
③ ①②を適切に実施するための担当者の配置

虐待の防止のため、以下の項目が義務化されています。

※虐待を防止するために実施が望ましい内容
・虐待防止のための指針の策定

詳しい内容については、以下の手引きを確認してください。
「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き」



運営指導の主な指摘事項【運営面】

４ 虐待の防止 全事業所
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□定期的（年に1回以上）に虐待防止委員会・研修を実施し、記録
を残しているか。
・委員会開催結果は、従業者に周知徹底を図ること
・委員会において、構成員の責務及び役割分担の明確化と、専任
の担当者を決定すること
・研修については、定期的な開催に加え新規採用時の実施

□虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者を
配置しているか。

☑ チェックリスト（以下の内容の確認を！）



運営指導の主な指摘事項【運営面】

５ 勤務体制の確保等

事業者は、利用者に対し適切なサービスを提供できるよう、事業
所ごとに、原則として月ごとの勤務表を作成し、従業者の日々の
勤務時間、常勤・非常勤の別、兼務関係等を明確にすること。

15

・月ごとの勤務表の作成 + 出勤簿（実績）の整備
人員・報酬基準を満たしているか毎月確認をお願いします。

全事業所

→運営指導にて、出勤簿（実績）をもとに、人員・報酬基準を満た
しているか確認を行います。
出勤日と勤務時間の記録を必ずお願いします。



運営指導の主な指摘事項【運営面】

５ 勤務体制の確保等 全事業所

令和4年度より、職場におけるハラスメント※防止のための雇用
管理上の措置が義務付けられています。

※パワーハラスメント・セクシュアルハラスメント

職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とし
た言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによ
り従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の
明確化等の必要な措置を講じること。
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＜講ずべき措置の具体的内容＞
□事業者の方針等の明確化及び従業者への周知・啓発
□相談（苦情）に応じ適切に対応するために必要な体制の整備
⇒相談対応担当者の選定とその従業者への周知



運営指導の主な指摘事項【運営面】

５ 勤務体制の確保等 全事業所
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詳しい内容については、以下の指針を確認してください。
「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して
雇用管理上講ずべき措置等についての指針」（平成18年厚生
労働省告示第615号）
「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起
因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指
針」（令和２年厚生労働省告示第５号）

＜その他事業者が行う望ましい取組＞
□カスタマーハラスメント防止のための体制の整備等



運営指導の主な指摘事項【運営面】

６ 業務管理体制の整備・届出 全事業所

業務管理体制の整備に関する事項について、届け出ること。
内容に変更があった場合には、早急に届け出ること。

18

＜目的＞
事業者等による不正事案を未然に防止するとともに再発を防止し
事業運営の適正化を図る。

届出は各種根拠条文に行う必要があります。
（次ページ以降詳細）

平成２４年４月１日より法令順守等の業務管理体制の整備が
義務化されています。



運営指導の主な指摘事項【運営面】

６ 業務管理体制の整備・届出 全事業所
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障害者総合支援法

第５１条の２ 障害福祉サービス事業／障害者支援施設

第５１条の３１ 一般相談支援事業／特定相談支援事業

児童福祉法

第２１条の５の２６ 障害児通所支援事業

第２４条の１９の２ 障害児入所施設

第２４条の３８ 障害児相談支援事業

＜根拠法令＞



運営指導の主な指摘事項【運営面】

６ 業務管理体制の整備・届出 全事業所
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＜事業者が整備する業務管理体制の内容＞

事業所等の数：1以上20未満 事業所等の数：20以上100未満 事業所の数：１００以上

法令順守責任者の選任 法令順守責任者の選任 法令順守責任者の選任

法令順守規程の整備 法令順守規程の整備

自主監査の実施

＜届出等関係書類の提出先＞

区分 届出先（所管）

(1)事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者 厚生労働省 障害保健福祉部 企画課

(2)特定相談支援事業又は障害児相談支援事業のみ
を行う事業者であって、全ての事業所等が同一市町
村内に所在する事業者

市町村 障がい福祉担当 所管課

(3）(1)及び(2）以外であって、全ての事業所等が熊
本市内にのみ所在する事業者

熊本市 障がい福祉課

(4)(1)～(3)以外の事業者 熊本県 障がい者支援課



運営指導の主な指摘事項【運営面】

６ 業務管理体制の整備・届出 全事業所
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届出書類等の詳細については、以下からご確認をお願いします。
熊本県HP（ページ番号：1933）
「障害福祉サービス事業者等に係る業務管理体制の整備及び届
出について」

留意事項
○届け出た内容に次のような変更が生じた場合、遅滞なく変更
関係の届出を行う必要があります。
・事業所の新規指定等により事業展開地域が変更し、届出先
区分の変更が生じた場合

・事業者の代表者氏名、法令順守責任者等が変更となった場合

○過去に届出を行っていない場合、至急届出を行ってください。



運営指導の主な指摘事項【運営面】

７ 内容及び手続の説明及び同意
全事業所

（一部項目は相談系を除く）

①事業所の運営規程の概要
②従業者の勤務体制
③事故発生時の対応
④苦情処理の体制
⑤提供するサービスの第三者評価の実施状況
・ 実施の有無 ⇒ 「なし」の場合は「なし」と記入する。
・ （実施した場合） 実施した直近の年月日
・ (実施した場合)  評価機関の名称
・ （実施した場合） 評価結果の開示状況

重要事項説明書に「提供サービスの第三者評価の実施状況」の
実施の有無等について記載し、利用者へ説明すること。

＜重要事項説明書に記載すべき内容＞

22



□ 重要事項説明書に第三者評価の記載はあるか。（相談系を除く）
第三者評価をしていない場合もその旨記入してください。

□ 重要事項説明書・利用契約書に、記載もれはないか。
契約日の日付など、空欄がないか確認をお願いします。

□ 重要事項説明書の内容に誤りはないか。
「営業日」「営業時間」「サービス提供時間」等の変更があっ
た場合は、忘れずに重要事項説明書の変更をお願いします。
※運営規程の内容と整合しているか必ずご確認ください。

運営指導の主な指摘事項【運営面】

７ 内容及び手続きの説明及び同意

☑ チェックリスト（以下の内容の確認を！）
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全事業所
（一部項目は相談系を除く）



運営指導の主な指摘事項【運営面】

８ 計画の作成（書類の交付）
日中系・居住系
（短期入所を除く）

個別支援計画の作成に関し実施に係る記録が不十分なものが
あったので、記録を残すこと。

24

①アセスメント

・アセスメントに係る記録表
利用者の有する能力、置かれている環境、日
常生活全般の状況等の評価、利用者の希望す
る生活・課題、利用者との面接日・面接者 など

計画作成までの流れ 記録するものと内容

②計画の原案作成

・個別支援計画の原案
利用者及びその家族の生活に対する意向、総
合的な支援の方針、生活全般の質を向上させる
ための課題、目標及びその達成時期、サービス
提供する上での留意事項、作成者 など



運営指導の主な指摘事項【運営面】

８ 計画の作成（書類の交付）
日中系・居住系
（短期入所を除く）

25

③担当者会議の開催
・担当者会議の議事録
開催日、参加者、参加者からの意見 など

計画作成までの流れ 記録するものと内容

④個別支援計画原案
の内容の同意・交付

・個別支援計画
担当者会議を踏まえた内容と、利用者の同意
（説明日の記載・署名） など

⑤モニタリング
・モニタリングの記録表
記録日、記録者、個別支援計画の実施状況、
利用者や家族との連絡・面接記録 など

○自立訓練・就労移行支援・自立生活援助：３月に１回
その他：６月に１回 見直しを行い、必要に応じて変更。

※個別支援計画の交付は利用者又は利用児の保護者が利用する特定相談（障害児相
談）支援事業所への交付も併せて行う必要があります。



運営指導の主な指摘事項【運営面】

８ 計画の作成（書類の交付）
日中系・居住系
（短期入所を除く）

26

• 初回の個別支援計画作成後に
⑤モニタリングをした結果、見直
しの必要がないとサビ管が判断
しても、②計画の原案作成、③
担当者会議の開催、④個別支援
計画の内容の同意・交付は必ず
実施しなければなりません。

• ⑤モニタリングの記録のみで、
②～④の記録がない場合が散
見されたので注意！

①アセスメント（初回）

②計画の原案作成

③担当者会議の開催

④個別支援計画の
内容の同意・交付

⑤モニタリング

個別支援計画の見直しに
関する注意点

２
回
目
以
降



□ 以下の内容について実施し、記録を残しているか。
□ 利用者のアセスメントに係る記録表
□ 個別支援計画の原案
□ 個別支援計画の原案に係る担当者会議の議事録
□ 個別支援計画 ※利用者からの同意を得ること
□ モニタリングの記録

運営指導の主な指摘事項【運営面】

８ 計画の作成（書類の交付）
日中系・居住系
（短期入所を除く）

☑ チェックリスト（以下の内容の確認を！）

27



運営指導の主な指摘事項【運営面】

９ サービス提供の記録 全事業所

サービスを提供した際は、サービスの提供日、内容、その他必要
事項を記録し、サービスを提供したことについて利用者から確
認を受けること。

28

種別 サービス提供の際に記録する事項 記録する時期

訪問系
日中系
短期入所

①提供日
②提供したサービスの具体的内容
③実績時間数
④利用者負担額等の利用者へ伝達すべき必要な事項

サービスの
提供の都度

居住系
①提供日
②提供したサービスの具体的内容
③利用者負担額等の利用者に伝達すべき必要な事項

後日一括
でも可

相談系
①提供日
②提供したサービスの具体的内容等の利用者へ伝達
すべき必要な事項

サービスの
提供の都度



運営指導の主な指摘事項【運営面】

１０ 給付費等の額に係る通知等 全事業所

法定代理受領により市町村から給付費等の支払を受けたときは
本来の受領者である利用者に対して、代理受領した額等を書面
により通知すること。

29

利用者本人の費用負担がない場合にも、法定代理受領で
受領した給付費の額の通知（代理受領通知）を毎月行う
必要があります。

通知を行う際は、当該月におけるサービス利用量（回数）、市町村
からの代理受領額、代理受領日など必要な事項を利用者にとっ
てわかりやすく記載するよう留意してください。



その他 運営面に関する事項

１ 会計の区分

≪全サービス共通≫
指定事業所ごとに経理を区分するとともに、指定事業の会計を
その他の事業の会計と区分すること。

30

≪就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型≫
就労支援事業における会計について、生産活動に係る会計と、
その他の活動（福祉事業活動）に係る会計とを区分すること。

※具体的な取扱いは「就労支援の事業の会計処理の基準」の定めによる。

具体的な会計仕訳、按分根拠、計算帳票等は就労支援事業会計の運用ガイドライン
（令和3年度厚生労働省障害者総合福祉推進事業）を参考としてください。



その他 運営面に関する事項

１ 会計の区分

31



その他 運営面に関する事項

１ 会計の区分

32

就労支援事業会計における作成書類



運営指導の主な指摘事項【報酬面】

１ 食事提供体制加算

３ 欠席時対応加算

４ 福祉専門職員等配置加算

日中活動系・短期入所

内 容 対 象 事 業 所

日中活動系

日中活動系・居住系

33

２ 送迎加算 日中活動系・短期入所

６ 平均工賃月額の算定方法 就労継続支援B型

目標工賃達成加算７

５ 福祉・介護職員処遇改善加算 全事業所
（相談系を除く）

就労継続支援B型



運営指導の主な指摘事項【報酬面】

１ 食事提供体制加算 日中活動系・短期入所

栄養士が献立の内容について、確認を行っていない。

34

・献立は利用者の心身の状況（性・年齢、身長・体重、疾病など）、嗜好を考慮
するとともに、障害の特性に応じた適切な栄養量の設定及びそれを踏まえた
内容の献立（調理の方法含む）である必要がある。

① 当該事業所の従業者として、又は外部との連携に、管理栄養士又は栄養
士が食事の提供に係る献立を確認していること。
② 献立の確認については、献立の作成時から関わることが望ましいが、作
成された献立表等により、献立の内容を管理栄養士等が確認した場合に
ついても要件を満たすものとする。
また、献立の確認の頻度については、年に１回以上は行うこと。



運営指導の主な指摘事項【報酬面】

１ 食事提供体制加算 日中活動系・短期入所

利用者ごとの摂食量が記録されていない。

35

・摂食量の記録に当たっては、目視や自己申告等によ
る方法も可能とする。

① 摂食量は、食事の提供や、支援の方向性に関連するためできるだけ、正
確な記録が良いが、負担とのバランスを考慮し例えば以下のような記録と
すること。
例）「完食」「全体の１／２」「全体の○割」
② 提供した日については必ず記録すること。



運営指導の主な指摘事項【報酬面】

１ 食事提供体制加算 日中活動系・短期入所

利用者ごとの体重又はBMIの記録がされていない。

36

・記録の頻度はおおむね６ヵ月に１回記録すること。

① おおむねの身長が分かっている場合には、必ずBMIの記録を行うこと。
② 身体障がい等で、身長の計測が困難であり、身長を計測したことがない
利用者、または不明な利用者については、体重のみの記録で要件を満たす
ものとする。
③ 利用者自身の意向により、体重を知られたくない場合については、例外
的に体重の把握をせず要件を満たすこととするが、その場合は個別支援
計画において意向の確認を行った旨を記録すること。



運営指導の主な指摘事項【報酬面】

２ 送迎加算 日中活動系
（就労定着支援・自立生活援助を除く）

送迎加算（Ⅰ）の要件を満たしていない。

37

・送迎加算（Ⅰ）：以下①、②を両方とも満たす場合
・送迎加算（Ⅱ）：以下①、②のいずれかを満たす場合

① 当該月において、１回の送迎につき、月平均１０人以上が利用
（利用定員が２０人未満の事業所は定員の50/100）

② 当該月において、週３回以上の送迎を実施



運営指導の主な指摘事項【報酬面】

２ 送迎加算 日中活動系・短期入所
（就労定着支援・自立生活援助を除く）

送迎加算の記録が運行日誌等でとられていない。

38

・記録がないと送迎加算の算定はできません。
必ず利用者・日付・運行ルート等の記録をとってください。

※居宅（若しくは事業所の最寄駅や集合場所）と事業所との間
の送迎が加算対象。地点については、事前に利用者と合意の
上、特定の場所を定めておく必要があります。

⇒特に、事業所の最寄駅等居宅以外の場所への送迎を加算
対象とする場合には、事前の同意（書面による）を必ずとる
こと。



運営指導の主な指摘事項【報酬面】

３ 欠席時対応加算 日中活動系

・予定されていた休みや、私用による休み、持病による通院に
よる休みの日に算定
・単に「欠席」等の事実のみ、欠席理由の記録のみで算定

39

① 急病等によりその利用を中止した場合

② 利用者又はその家族等との連絡調整その他の相談援助を

実施

③ 当該利用者の状況、相談援助の内容等を記録した場合

・欠席時対応加算の要件



運営指導の主な指摘事項【報酬面】

４ 福祉専門職員配置等加算 日中活動系・居住系

加算区分に応じて満たすべき職員の配置が出来ていないケース
が散見された。人員の入れ替わりがあったタイミング等で、定期
的に加算要件の確認を行うこと。

40

① 職業指導員等として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、作

業療法士又は公認心理士の割合が３５％以上

② 職業指導員等として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、作

業療法士又は公認心理士の割合が２５％以上

③ 次のいずれかに該当する事業所。（加算Ⅰを算定している場合は算定不可。）

・生活支援員として配置されている従業者のうち、常勤従業者の割合が７５％以上

・生活支援員として常勤で配置されている従業者のうち、３年以上従事している従業者の割合が３０％以上

・福祉専門職員配置等加算の要件



運営指導の主な指摘事項【報酬面】

5
福祉・介護職員処遇改善加算
R６．６～新加算

41

取得した加算の賃金改善計画を適切に実施すること。

障害福祉サービス事業者等は、処遇改善加算等の算定額に相
当する職員の賃金（基本給、手当、賞与等（退職手当を除く。以下
同じ。）を含む。）の改善を実施しなければならない。

・賃金改善の考え方について

処遇改善加算の加算総額を上回る額の
賃金改善を行わなければならない

全事業所
（相談系を除く）



運営指導の主な指摘事項【報酬面】

５
福祉・介護職員処遇改善加算
R６．６～新加算

全事業所
（相談系を除く）

42



運営指導の主な指摘事項【報酬面】

5
福祉・介護職員処遇改善加算
R６．６～新加算

全事業所
（相談系を除く）

43



運営指導の主な指摘事項【報酬面】

5
福祉・介護職員処遇改善加算
R６．６～新加算

全事業所
（相談系を除く）

44 44



運営指導の主な指摘事項【報酬面】

6 平均工賃月額の算定方法の見直し 就労継続支援B型

人員配置区分「６：１」の報酬体系に加え、高工賃の事業所を評価

45
・見直しに伴い、R５年度までの算定方式における除外要件は廃止



運営指導の主な指摘事項【報酬面】

7 目標工賃達成加算 就労継続支援B型

工賃向上計画に基づき工賃を実際に向上させる必要がある

46

（算定要件）
・人員配置区分６：１を採用しており、目標工賃達成指導員を配置していること
・県に提出している工賃向上計画に掲げた工賃目標を達成すること
・当該工賃目標が当該工賃目標の対象となる年度（目標年度）の前年度における
平均工賃月額に、目標年度の前々年度の全国平均工賃月額と目標年度の前々々
年度の全国平均工賃月額との差額を加えて得た額以上であること

（参考例）R6年度の実績を用いて令和7年度に算定する場合

①目標年度の前年度（＝R5年度）における事業所の平均工賃月額（実績）・・・ 17,500 円
②目標年度の2年度前（＝R4年度）における全国平均工賃月額・・・17,031円
③目標年度の3年度前（＝R3年度）における全国平均工賃月額・・・16,507円

→①に②-③（524円）を足した額（18,024円）以上をR6年度の工賃目標と
して設定し、当該目標を達成した場合に、R7.4より1年間本加算を算定で
きる。

46



その他 報酬面に関する事項

１ 施設外就労

・施設外就労先に支援員が随行していない、もしくは事業所に残った利用者数に対し
て必要な職員が配置されていない
（⇒施設外就労先の実施日時、利用者名、随行支援員名等について記録しておく）

・施設外就労に関し、運営規程や個別支援計画への位置づけがない
（⇒施設外就労の実施を通じ、利用者へ就労支援を行う旨、方針を立てておく）

・発注元と適切な業務委託（請負）契約を締結していない
・施設外就労先から事業所に支払われる報酬が、完成された作業の内容に応じたもの
となっていない。

（⇒労働者１人当たりの時間給としての契約は、労働者派遣に近い契約となります。）

47

① 施設外就労の総数は、利用定員を超えないこと。
② 施設外就労については、当該施設外就労を行う日の利用者数に対して報酬算定上必要とされる人数の職
員を配置すること。事業所については、施設外就労を行う者を除いた前年度の平均利用者に対して報酬算定
上必要とされる人数の職員を配置すること。
➂ 施設外就労の提供が、当該施設の運営規程に位置づけられていること。
④ 施設外就労を含めた個別支援計画が事前に作成され、就労能力や工賃の向上及び一般就労への移行に資
すると認められること。
⑤ 緊急時の対応ができること。
⑥ 施設外就労により実施する作業内容について、発注元の事業所と契約していること。なお、作業の完成につ
いてのすべての責任は事業所を運営する法人が負うものとし、施設外就労先から事業所を運営する法人に支
払われる報酬は、完成された作業の内容に応じて算定されること。

・施設外就労の報酬算定要件

日中活動系
（就労移行支援・A型・B型のみ）



その他 報酬面に関する事項

２ 在宅就労 日中活動系
（就労移行支援・A型・B型のみ）

・在宅就労に関し運営規定への位置づけがなく、作業活動、訓練等のメニュー
が確保されていない
・在宅利用者への支援内容を記録した日報が作成されていない

48

在宅就労の報酬算定要件

①在宅でのサービス利用による支援効果が認められると市町村が判断した利用者で
あること。

②運営規程に、在宅で実施する訓練内容及び支援内容を明記しておくこと。

③在宅での訓練内容、訓練状況、支援状況等を、指定権者から求められた際に提出

できるようにしておくこと。

④支援に必要な体制を整えていること。（９項目の要件あり）

施設外就労及び在宅就労を行う事業所は、次の通知を改めて参照してください。
『就労移行支援事業、就労継続支援事業（A型、B型）における留意事項について（厚労省通知）』



その他 就労移行支援事業所の定員規模

3 定員規模 就労移行支援

（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する
ための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び
運営に関する基準第６２条の２）

・就労移行支援の事業を行う者（以下「就労移行支援事
業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「就労移行
支援事業所」という。）は、１０人以上の人員を利用させる
ことができる規模を有するものでなければならない。

49

（令和６年度改定分）
就労移行支援事業所の定員規模を２０人以上から１０人



その他 従業者の員数

4 従業者の員数(令和６年度改定分）
就労移行支援・自立生活援助・

就労定着支援・自立訓練（機能訓練）

50

【自立生活援助】
・一体的に一般相談支援を運営している場合は、その相談支援
専門員をサービス管理責任者とみなすことができる。
・サービス管理責任者を常勤専従で自立生活援助事業所に配置
する場合には、配置基準を６０：１とする。

【就労移行支援】
・就労支援員について、令和７年４月１日からは独立行政法人
高齢・障害・求職者雇用支援機構等が実施する基礎的研修を
受講していることが必要。
※経過措置（令和１０年４月１日より義務化）



その他 従業者の員数

4 従業者の員数(令和６年度改定分）
就労移行支援・自立生活援助・

自立訓練（機能訓練）・就労定着支援

【（生活介護）・自立訓練（機能訓練）】
・人員基準の対象となる従業者に、言語聴覚士を追加する。
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【就労定着支援】
・一体的に運営する就労移行支援事業所等の常勤の就労支援員
等が就労定着支援員を兼務する場合について、就労定着支援員
が業務に従事した時間を、就労定着支援員に係る常勤換算上の
勤務時間に算入することができる。
・就労定着支援員について、令和７年４月１日からは独立行政法
人高齢・障害・求職者雇用支援機構等が実施する基礎的研修受
講していることが必要。
※経過措置（令和１０年４月１日より義務化）
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その他 対象者の明確化

5 対象者の明確化 自立生活援助
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【対象者】
➀障害者支援施設やグループホーム、精神科病院等から地域での一人暮らしに
移行した障がい者等で、理解力や生活力等に不安がある者

②現に、一人で暮らしており、自立生活援助による支援が必要な者（※）
③障がい、疾病等の家族と同居しており（障がい者同士で結婚している場合を含
む）、家族による支援が見込めないため、実質的に一人暮らしと同様の状況で
あり、自立生活援助による支援が必要な者

④同居する家族に障がい、疾病のない場合であっても、地域移行支援を利用して
退院・退所した者、精神科病院の入退院を繰り返している者、強度行動障害や
高次脳機能障がい等の状態にある者等、地域生活を営むための支援を必要とし
ている者

（※の例）
・ 地域移行支援の対象要件に該当する施設に入所していた者や精神科病院に入院していた者等であり、
理解力や生活力を補う観点から支援が必要と認められる場合

・ 人間関係や環境の変化等により、一人暮らしや地域生活を継続することが困難と認められる場合
（家族の死亡、入退院の繰り返し等）
・ その他、市町村審査会における個別審査を経てその必要性を判断した上で適当と認められる場合

留意事項
〇令和６年度障害福祉サービス等報酬改定に伴い対象者が明確化されました。
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・効果的な支援の提供が可能と認められる場合には、月１回の
訪問に加えて、テレビ電話等を活用した支援が可能となるよう、
サービス提供の方法を弾力化するとともに、支援の実態に応じ
た基本報酬区分を新設する。

【R6年度新設】
自立生活援助サービス費（Ⅲ）

＜留意点＞
・利用者の居宅への訪問による支援及びテレビ電話装置等の活用による支援をそれぞれ

月に1日以上行った場合に自立生活援助サービス費（Ⅲ）を算定する。
・居宅への訪問による支援が1月に1日以上行われなかった場合は、テレビ電話装置等

による支援の回数に関わらず算定できない。
・自立生活援助サービス費（Ⅲ）の支給決定を受けている利用者については、月に 2 回

以上訪問による支援を行った場合でも、自立生活援助サービス費（Ⅰ）又は （Ⅱ）は算定
できない。

自立生活援助柔軟な報酬体系5

その他 柔軟な報酬体系



「就労選択支援」の新設 （令和７年１０月１日施行）
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≪実施主体の要件≫
就労移行支援又は就労継続支援に係る指定障害福祉サービス事業者であって、過去３年以内に３人以上の利用

者が新たに通常の事業所に雇用されたものこれらと同等の障害者に対する就労支援の経験及び実績を有すると都

道府県知事が認める以下のような事業者を実施主体とする。

就労移行支援事業所、就労継続支援事業所、障害者就業・生活支援センター事業の受託法人、自治体設置の就労支

援センター、 人材開発支援助成金による障害者職業能力開発訓練事業を行う機関等

≪人員基準≫

就労選択支援員 １５：１ 以上

就労選択支援員は就労選択支援員養成研修の修了を要件とする。

※経過措置として、就労選択支援員養成研修開始から２年間は基礎的研修又は基礎的研修と同等以上の研修の修

了者を就労選択支援員とみなす。

・ 就労選択支援員養成研修の受講要件としては、基礎的研修を修了していることや就労支援に関して一定の経験

を有していることを要件とする。

※基礎的研修の実施状況を踏まえ、当面の間（令和９年度末までを想定）は、現行の就労アセスメントの実施等につ

いて 一定の経験を有し、基礎的研修と同等以上の研修の修了者でも受講可能とする。



「就労選択支援」の新設 （令和７年１０月１日施行）
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最後に
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ご清聴いただきありがとうございました。


